
日本学生支援機構奨学金 
適格認定（継続手続）について 

学部生用 

日本学生支援機構奨学金の貸与を受けている方を対象に、適格認定（継続手続）を行います。
現在、奨学金の貸与を受けている方は、配布資料をダウンロードのうえ、Moodle の動画を視聴
し、「奨学金継続願」の提出（入力）手続きをしてください。 

【対象者】 
・12月時点で、日本学生支援機構の奨学金を貸与されている方
※以下の方は対象となりません。
・令和 3年 3月満期予定者
・休学等で奨学金が「休止中」「停止中」の方
・12月時点で、辞退手続き中の方
・2020 年 11月以降の採用者

【提出（入力）期間】
・提出（入力）開始：令和 2年 12月 21 日（月）
・提出（入力）期限：令和 3年 1月 15 日(金)まで ※期限厳守
・入力時間：8時から 25時まで
但し、令和 2年 12月 29 日から令和 3年 1月 3日の間は、提出（入力）できません。

【提出（入力）方法】
スカラネット・パーソナル（スカラPS）
https://scholar-
※スカラPSの登録がまだの方は登録したうえで、提出（入力）してください。

【注意事項】 
・併用貸与や給付奨学金を受けている方は、それぞれの奨学生番号（第一種、第二種、給付）
について「奨学金継続願」の提出（入力）が必要です。

・給付奨学金（新制度）を併せて受給する場合及び授業料等減免の支援を受ける場合におい
て、第一種奨学金の貸与月額が０円となっていても、 「奨学金継続願」の提出 （入力）は必
要です。

・ 「奨学金継続願」を未提出のまま提出 （入力）期限を過ぎますと、継続する意思がないと判
断し、適格認定は 「廃止」となり、奨学生としての資格を失います。「廃止」となると、４
月以降の奨学金は振り込まれませんので注意してください。

・令和 3年 4月以降、奨学金の継続を希望しない方 （辞退希望者）も、辞退登録が必要です。



【奨学金継続願」の提出（入力）方法】
１．収入に関する証明書を準備する 
主として生計を維持している人及びその他の生計を維持している人の収入に関する証明
書を準備する。 
・給与所得の場合（年金・恩給・生活扶助費・失業給付金等による収入を含む）
直近の源泉徴収票各種証明書（複数の収入がある場合は、合計金額を入力します） 
・給与所得以外の場合
令和元年分の所得税の確定申告（控） 

２．「『奨学金継続願』入力準備用紙」に回答の下書きをする 
「奨学金継続願」入力中、一つの画面で 30 分以上経過した場合はタイムアウトとなり、
最初から入力しなくてはなりません。 
誤入力防止や円滑な入力のために、入力前に本用紙中面の 「『奨学金継続願』入力準備用
紙」を記入し、手元に用意してから入力を行ってください。 

３．スカラＰＳ「奨学金継続願提出画面」から提出（入力）する 
「『奨学金継続願』入力準備用紙」のとおり入力し、最後に受付番号が表示されますので、
『奨学金継続願』入力準備用紙」の 5ページに記入してください。 
もし、受付番号が表示されていない場合、正常に終了していないということになります
ので、再度初めから入力する必要があります。 
令和３年４月以降の奨学金の継続を希望しない方は、「奨学金継続願」の提出 （入力）で、
「奨学金の継続を希望しません」を選択してください。 
提出 （入力）終了後、内容訂正が必要になった場合は、学生支援課に申し出てください。 

【連絡先】学生支援課 担当：木下 
TEL：073-457-7110 
E-mail：syougaku@ml.wakayama-u.ac.jp



-



令和2年度「奨学金継続願」の提出に際しての留意点 

１．継続願提出（入力）期間について  

１２月２１日（月）～１月１５日（金）（８：００～２５：００） 

※１２月２９日（火）～１月３日（日）は入力できません。  

※スカラネットPSのユーザーIDとパスワードは、新規登録時に各自で設定したものです。  

２．主として家計を支えている人及びその他に家計を支えている人の所得金額の入力について （学部

生のみ） 

○給与所得（年金・恩給・生活扶助費・失業給付金等定期収入を含む）による場合（１万円未満は切り捨て）  

直近の源泉徴収票の「支払金額」欄の金額を「1）源泉徴収票等における支払金額」欄に入力してください。 

なお、定期的な収入が複数ある（給与と年金など）場合は、それら直近の収入合計金額を入力してください。  

○給与所得以外の収入の場合（１万円未満は切り捨て）  

下図を参照の上、令和元年分の所得税の確定申告書（控）から収入金額等を「収入・売上金額」欄に、所得金額を「所得

金額」欄にそれぞれ入力してください。  

【注】(1)「給与所得」と「給与所得以外」の両方の収入がある場合は、両方入力してください。  

【注】(2)入力に用いた証明書類の大学への提出は不要です。 



３．学生一人ひとりの収入と支出金額の入力について（あなたの２０１９年１２月（２０２０年４月入学者

は２０２０年４月）から２０２０年１１月の収入と支出金額を入力してください） 

以下の点にも注意の上、入力してください。 

①１年間（または８ヶ月間※2020年4月入学者）の収入と支出の差額が指導基準（学部生：３６万円 大学院生：４５万円）を超

えた場合は、貸与月額減額確認のため面接を行います。

②収入・支出の各項目の金額の詳細が不明な場合は、推定で入力してください。 

４．２０２１年４月以降、奨学金振込の継続を希望しない場合 

「奨学金継続願」提出（入力）時の「Ｄ－奨学金振込みの継続の確認」項目で、「奨学金の継続を希望しません」を選択

してください。「奨学金の継続を希望しません」を選択し「奨学金継続願」を送信した場合、取り消すことができませんので

十分注意してください。 

○「返還方式」の変更、及び「利率の算定方法」の変更について 

・第一種奨学金の所得連動返還方式から定額返還方式への変更（平成29年度以降採用者のみ） 

・第二種奨学金の利率の算定方法の変更 

上記については、貸与が終了すると受け付けることができません。変更を希望する場合は、学生支援課で変更届を

受け取り、１月１５日（金）までに学生支援課に提出してください。 

５．注意事項 

・人的保証選択者は、必ず連帯保証人や保証人に内容を確認してもらってください。また、未成年者については、必ず

親権者に内容を確認してもらってください。 

・「『奨学金継続願』入力準備用紙」の入力項目欄を予め記入して、手元に用意して入力を開始してください。 

・入力内容確認画面「奨学金継続願情報一覧」を必ず印刷し、内容に間違いがないことを確認してから、送信ボタンを

押してください。 

・最後に受付番号が表示されるのを確認した上で、必ず印刷し、受付番号を「『奨学金継続願』入力準備用紙」の5ペ

ージにメモしてください（受付番号が表示されない場合は、「奨学金継続願」の提出（入力）が正常に終了していない

ため、再度提出（入力）してください）。 

・「奨学金継続願」を未提出のまま提出（入力）期限を過ぎますと、継続する意思がないと判断し、適格認定は「廃止」

となり、奨学生としての資格を失います。「廃止」となると、４月以降の奨学金は振り込まれませんので注意してくださ

い。 
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